
令和４年度自立支援型ケアマネジメント研修（庄原市委託事業）

業務継続計画（ＢＣＰ）作成の
考え方を学ぼう

～介護支援専門員として
備える災害対策災害～

一般社団法人広島県介護支援専門員協会

常任理事 久保田 竜 二

（災害支援ケアマネジャー）

（広島市東原・祗園東地域包括支援センター）



今日の内容

１．災害支援についての
基本的な理解振り返り

（災害支援における主任ケアマネジャー等の役割と活動）

２．業務継続計画（ＢＣＰ）について

３．グループワークにて意見交換



今日の目的

１．災害支援の現状と課題について理解する。

２．主任介護支援専門員としてＢＣＰの基本的な

考え方を理解する。

３．平常時からの取り組みについて考える。



１．災害支援についての基本的な理解
振り返り （災害支援における

主任ケアマネジャー等の役割と活動）



気象や災害用語の整理

溢水？
越水？
氾濫？
決壊？

浸水冠水？

内水氾濫
特別警報

線状降水帯
爆弾低気圧

災害対策
基本法

集中豪雨

大雨特別警報



ＤＭＡＴ ＝ 災害派遣医療チーム
（Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅａｍ）

医師、看護師、業務調整員で構成。厚生労働省のＤＭＡＴ本部の指示のもと、

大規模災害等の現場に速やかに駆けつけ、急性期の医療活動の展開する。

ＪＭＡＴ ＝ 日本医師会災害医療チーム
（Ｊａｐａｎ Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ Ｔｅａｍ）

医師１名、看護師２名、事務職１名が基本構成。ＤＭＡＴの医療活動を引き継いで、

被災地の病院・診療所支援、避難所等での医療に従事する。

ＪＲＡＴ ＝ 大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会
（Ｊａｐａｎ Ｒｅｈａｂｉｒｉｔａｔｉｏｎ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅａｍ）

医師、看護師、リハビリ職、ケアマネジャー等で構成。日本ＣＭ協会も加入。

ＪＭＡＴと連携し、避難所・仮設住宅等で医療支援を行う。



ＤＷＡＴ ＝ 災害派遣福祉チーム （Disaster Welfare Assistance Team）

災害時の二次被害をふせぐため、避難所などに派遣され、配慮が必要な方へ福祉支援をお

こないます。避難所の福祉的相談や支援。避難所の運営補助。環境整備等を行う。

ＪＤＡＴ ＝ 日本災害歯科支援チーム （Ｊａｐａｎ Ｄｅｎｔａｌ Ａｌｉａｎｃｅ Ｔｅａｍ）

災害 発生後おおむね 72 時間以降に地域歯科保健医療専門職により行われる、緊急 災害歯科医療や避難
所等における口腔衛生を中心とした公衆衛生活動を支援 することを通じて被災者の健康を守り、地域歯科医療
の復旧を支援すること等 を目的としている。

ＤＰＡＴ ＝ 災害派遣精神医療チーム （Disaster Psychiatric Assistance Team）

大規模災害などで被災した精神科病院の患者への対応や、被災者の心的外傷後ストレス
障害（PTSD）を初めとする精神疾患発症の予防などを支援する専門チームである。一般住民
の「こころのケア」に対する支援も担う。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%9A%84%E5%A4%96%E5%82%B7%E5%BE%8C%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E9%9A%9C%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/PTSD


令和３年は福祉防災元年
○ 大雨・洪水の警戒レベルが変わる

○ 個別避難計画書作成を市町村の努力義務になる

○ 介護福祉事務所、障害者福祉サービス事業所に３年以内に

ＢＣＰ作成を義務づけられる

○ 福祉避難所ガイドライン改定

○ 浸水被害の危険がある地区の開発規制等の流域治水関連法

東日本大震災の教訓
・死亡者の６割が高齢者、障碍者死亡率は２倍（=体力がない、判断が困難、地域とのつながりが弱い）

⇒ 個別避難計画で近所や福祉とつながりを
・多くの自治体職員、消防団員、民生委員、福祉施設職員が死亡（避難行動要支援者の安否確認・救出者がいない）

⇒ 個別避難計画で危機管理能力向上を
・３,７７５名の震災関連死（８９％が高齢者、移動や避難所・車中泊等で衰弱） ⇒福祉施設ＢＣＰ、福祉避難所の必要性







内閣府 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定(令和3年5月)







個
別
避
難
計
画



災害対策基本改正法による居宅介護支援事業所の協力・連携について

◆居宅介護支援事業所・団体においては市町村と以下のような連携
が考えられる。

・個別避難計画の作成について、福祉専門職として参画。

・ＢＣＰのなかで、災害時の利用者に対する安否確認のために、一覧表を

作成する際に、個別避難計画の情報を活用。

・ＢＣＰに基づき、訓練を実施する際に、市町村の実施する防災訓練と連携。

・災害発生時の利用者への安否確認、サービス調整について、市町村等

による避難所の運営や在宅の避難行動要支援者への安否確認と連携。

さらに、事業所の利用者以外への支援も考えられる。

※令和3年7月6日付け事務連絡参照



居宅介護支援事業所（介護保険法） 市町村（災害対策基本法）

平

時

◆ＢＣＰを作成【Ｒ3より義務（経過措置あり）】

・安否確認については、安否確認方法の検討や
緊急連絡先を含む一覧表を作成

・地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、
災害時の安否確認やサービス調整等が円滑に
対応できるよう、地域の事業所や関係機関と
事前に、検討・調整

・建物の安全対策等、研修・訓練実施、
定期的にＢＣＰの見直し

◆市町村地域防災計画を作成【義務】

◆個別避難計画の作成【災対法改正後、努力義務】

・市町村が主体となり、福祉専門職等の参画を得て作成。

・平時から関係者間で共有（情報提供の同意が得られた
場合）

・福祉避難所への直接の避難も検討

◆防災訓練の実施【義務】

連携

連携

福祉専門職
としての参画

手当て 1件 7,000円



居宅介護支援事業所（介護保険法） 市町村（災害対策基本法）

災

害

発

生

時

◆ＢＣＰに基づく業務継続
【Ｒ3より義務（経過措置あり）】

・ＢＣＰの一環としての事業所や関係機関と連携し
ながら、利用者の安否確認、サービス調整を実施

（1）利用者が避難所にいる場合
・ケアマネも連携して支援

（2）利用者が自宅等にいる場合
・自治体と連携して、継続的に安否確認を実施。
・介護サービスの確保のため、事業所等と必要な
調整を行う。

◆避難誘導

・個別避難計画に基づき、避難支援等実施者が避難行動
要支援者の避難誘導を実施。

◆避難生活支援
（1）避難所の運営

（2）在宅の避難行動要支援者への安否確認

・避難支援等関係者等との連携し、安否確認を実施する

とともに、必要な場合は緊急入所等の必要な支援への

つなぎを行う。

連携

連携

一般避難所・福祉避難所
保健師（自治体職員）、福祉サービス事業者

民生委員等、ＤＭＡＴ、ＤＷＡＴ 等支援

※自宅へ戻る場合や仮設住宅・施設に入る場合には、サービス確保のため、
事業所・施設等と必要な調整を行う。

※自事業所の利用者以外への支援も考えられる









災害を見据えた「ＲＥアセスメント」＝リスクアセスメント

避難所？
停電時は？

避難方法
手段は？

危険場所
の把握

医療や
介護の
状況

住宅・
環境

ＡＤＬ
ほか

・特別な医療（透析、
経管栄養）

・酸素療法、人工呼吸器

・家屋が古い(S56以前)
・独居、家族状況

・移動方法
・認知症の有無

アセスメント情報から、災害を想定した際にどんなリスクがあるか



災害を見据えた「ＲＥアセスメント」＝リスクアセスメント

地域包括
ケアシステム
役割分担

資源
マップ

災害対策
マニュアル

会議体

地域と
の取組

職場の
対応

・地域ケア会議
・サービス担当者会議

・地域包括支援センター
との共有

・地域資源、
ハザードマップ

・事業の運営
・参集規定



リスクマネジメントと危機管理

リスクマネジメント

想定されるあらゆるリスクを回避し、

「起きないように」する。

危機管理

すでに発生した事態（危機）に対して、被害を

最小限に抑え、可能な限り早期に回復する。



２．業務継続計画（ＢＣＰ）について



ＢＣＰ作成を ３年の間（残り１年半）に
行わないといけません







運営基準解釈通知

①指定居宅介護支援事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が

継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、介護

支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シュミレーション）を実施

しなければならないこととしたものである。

利用者がサービスを継続する上で、指定居宅介護支援事業者が重要な役割を果たす

ことを踏まえ、関係機関との連携等に努めることが重要である。

（業務継続計画の策定等）
第十九条の二
①指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する
指定居宅介護支援 の提供を継続的に実施するための、 及び非常時の体制で早期の
業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務
継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。



②に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者
との連携に等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生
した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修
及び訓練の実施に当たっては、全ての従業者が参加できるようにすること
が望ましい。
研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を
職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や緊急時の対応に
かかる理解の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていく
ために、定期的（年１回以上)の教育を開催するとともに新規採用時には
別に研修を実施することが望ましい。

②指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

運営基準解釈通知



また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続
計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延防止のための研修
と一体的に実施することも差し支えない。

訓練（シュミレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において
迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担
の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的
(年１回以上)に実施するものとする。なお感染症の業務継続計画に係る
訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的
に実施することも差し支えない。

訓練の実施は、 机上を含めその実施手法は問わないものの、 机上及び
実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。



業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。・・・また、想定される災害等は
地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。
なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

イ 感染症に係る業務継続計画
ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）
ｂ 初動対応
ｃ 感染拡大防止の体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との

情報共有）

ロ 災害に係る業務継続計画
ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、

必要品の備蓄等）

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）

ｃ 他施設及び地域との連携

運営基準解釈通知 （重要）



ＢＣＰ（業務継続計画）とは何か？

ＢＣＰ ： Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ

（業務継続計画）

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、

サプライチェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など

不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または

中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、

手順等を示した計画のことを業務継続計画（ＢＣＰ）と呼ぶ



なぜ、介護事業者にＢＣＰが必要か？

昨今、地震や水害などの大規模災害の発生、さらには感染症

の流行がみられる中、それらのことが起こった際に適切な対応を

行い、その後、利用者に必要なサービスを継続的に提供できる

体制を構築することが必須。

大規模災害の発生や感染症の流行に備え、業務継続のために

平時からの準備・検討をしておくべきことや、発生時の対応など

をまとめたＢＣＰ（業務継続計画）の作成が重要。







例えば・・・

電気が止まった時に自家発電を使う、職員が不足した時や

業務ができなくなった時の職員の応援などの代替策を

講じることが重要である！

どうしよう・・・



ＢＣＰ策定のメリット

・利用者や職員に安心感を与える。
・地位貢献と社会的責任の観点で信頼性の向上
・風通しの良い企業風土で、定着率アップ、良い人材の確保

・職員を交えての活発な意見交換と、自社の課題を
共に解決する過程が重要

・自社の生き残りを主体的に捉えて戦略的に検討する中で、
職員の帰属意識が高まる。

・平時からの取組で業務改善につながる



１. 総論

２. 平常時の対応

３. 緊急時の対応

４. 他施設との連携

５. 地域との連携

ＢＣＰ作成の内容







ＢＣＰにおいて重要な取り組みは

・各担当者を決めておく（誰が、何をするか）

・連絡先を整理しておくこと

・必要な物資を整理しておくこと

・上記を組織で共有すること

・定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を

行うこと 等







３．グループワークにて
意見交換

テーマ

自分達（個人・事業所）が

どこまでできているか、

今から何をしていくのか。



（例） 緊急時の対応 職員の参集基準

災害時は通信網の麻痺などにより、施設から職員への連絡が
困難になるため、 災害時に通勤可能か、 また災害時の通勤
所要時間等も考慮しつつ、職員が自動参集するように予め
ルールを決め、周知しておく。

一方、「参集しなくてもよい状況」を明確に定め、職員を危険
にさらしたり、参集すべきか板挟みで苦しませたりすることの
ないように配慮することも重要。

厚労省 自然災害発生時の業務継続ガイドライン



（例） 緊急時の対応 職員の参集基準

基本的に参集しない

・事前に利用者、事業所等の連絡リストを持って帰り、

自宅から電話等で連絡する。

・固定電話は携帯電話に転送にする。

例外的に参集（出勤）しなければならない

・個別避難計画でケアマネが直接関与する必要がある時。

・利用者と連絡がつかない場合。

考え方によっては



（例） 緊急時の対応 職員の参集基準

参集ルール（例）

・レベル４以上では参集（出勤、訪問）しない。

・一人行動しない。

・行動内容を事前に管理者に報告、相談する。

・事後報告をすぐにする。

事業所のルールを重要事項説明書等に記載し、
あらかじめ本人・家族に説明する。



介護支援専門員（事業所単位） 平時から準備しておくこと

①地域の方たちとの連携

②利用者が暮らす地域の防災情報の確認

③避難場所等の情報の共有

④利用者台帳等の整理

⑤ケアプランの作成

⑥職員間の連絡方法の取り決め

⑦サービス提供困難時の対応

⑧避難行動支援

⑨薬情報の管理



災害時に備えるためのシート類

①災害時リスク・アセスメントシート

（課題・対応整理票）

②災害時利用者一覧表（安否確認優先順位）

③災害時情報提供書











支援者（主任介護支援専門員）に求められる力

★見る力、聴く力、感じる力

★発見する力、気づく力、寄り添う力

★つなぐ力、地域で支える力

災害は平等 被害は不平等



自然災害発生時における業務継続計画（ＢＣＰ） ※参考

１. 計画の目標

災害において施設・事業所が果たすべき役割を考え、目標を設定します。

２. 計画の基本方針

施設・事業所としての災害対策に関する基本方針を記載し、

業務が継続できるようにします。

３. リスクの把握
（1）ハザードの確認 （2）被災想定

４. 優先業務の選定
（1）発災直後の業務



自然災害発生時における業務継続計画（ＢＣＰ） ※参考

５. 発災時における対応（平時からの対応）

平常時→災害の恐れあり→発災時(復旧期)→数か月～数年後(復興期)

６. 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し

（1）研修・訓練の実施

・平常時からのＢＣＰの内容に関する研修

・ＢＣＰの内容に沿った訓練（シミュレーション）

（2）ＢＣＰの検証・見直し

・継続した研修、ＢＣＰの年１回以上の見直し、修正箇所の職員への周知

７. 平常時の備え
（1）地域の状況の把握

・地域の方との連携 民生委員、町内会長等緊急連絡先の複数の把握



自然災害発生時における業務継続計画（ＢＣＰ） ※参考

・地域の防災情報の把握

避難場所、防災情報、行政の災害対応窓口、地域包括等の窓口等の確認

・避難所等の情報共有

避難所、避難経路、避難方法を利用者・家族と共有。福祉避難所も確認。

（2）利用者の災害対策に向けたシートの作成

災害時リスク・アセスメントシート、災害時利用者一覧表の整備・見直し

（3）利用者や家族、職員間、関係機関との連絡体制の確立

・利用者や家族との連絡体制

ケアプラン１表に記載し、携帯電話・メール・職場の連絡先等の確認をする。

・職員間や関係機関との連絡体制

緊急時に早急に連絡できる手段を可能な限り確立し使用する。



自然災害発生時における業務継続計画（ＢＣＰ） ※参考

（4）職能団体としての連絡体制

（5）建物や設備の状態、安全対策

・事業所の構造や安全対策

建築年の確認、設備の店頭や転落、破損等の防止措置、収納な所の確認

・ライフライン停止時の対策

①通信が止まった場合 ②電気が止まった場合 ③水道が止まった場合

④ガスが止まった場合

（6）必要備品の備蓄（３日分の備蓄）

８. 発災時等、緊急時の対応

（1）ＢＣＰ発動の基準や発動者、対応拠点

・発動の基準 発動要件



自然災害発生時における業務継続計画（ＢＣＰ） ※参考

（2）職員行動基準

・安否確認方法、参集基準、職場復帰等の必要な情報収集

（3）対応体制

・対応体制や各班の役割分を表や図で作成

（4）職員の管理

・勤務方法について

９. 復旧への対応

（1）破損個所の確認

（2）業者連絡一覧表

（3）情報発信や情報収集、被災情報の収集



自然災害発生時における業務継続計画（ＢＣＰ） ※参考

10. 他機関、地域との連携

（1）連絡体制の構築

（2）福祉避難所について

11. サービスとの固有事項


